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子会社支配株式の会計と利益操作

l司寺貞男

「親会社 (thcowing company)はしばしば子会社 (the

owed company)によって支払われる配当を支配する力を

もっているので，親会社の経営者は自己の利益状態が順調

らLくみえるよう E子会社のヨ配当政策に影響をおよぼす

こと均三できる。」

Wa1ter Meigs， Charles E. Johnson， Thomas F. Kel 
ler and A. N. Mosich， Interrne品'ateAccounting， 2 nd ed'， 
1968. p. 680 

I 子会社配当操作による親会社利益操作

損益計算表や「貸借対照表を見ねかれないようにするためのもっとも簡単な，

したがってもっともしばしば用いられる手段は c現物出資によるJW子会社』
アフイリ z イヨシ Eγ

の設立または〔株式取得による支配系列〕編 入 (Angliederung)の形で，単一

企業を多〈の部分に分割することである。J"なぜなら r子会社は商法の〔計

算〕規定に反することな Lに，虚偽の〔損益計算表や〕貸借対照表を作成する

ための理想的手段となる〔からであるJ，.....Cこの場合〕決定的なこどは近

代的子会社統轄組織 (V師 chachtelungssystem) によって会計操作可能性 (Ver-

schleierungsmogl拙 keite叫が形成されるとし、うことである。J:2) Iこの点で，子会

社機構にたいする親会社の支配力は絶体的であり，公表される〔会計〕情報ま

でもが〔利益を〕隠蔽してわかりにくいもりとなりラる。 C事実，親子〕会社

1) Ludwig Eschwege，“Tochtergesellschaften，" Die Bank， 1914， 1 Semester， S. 545. zitiert 
nach W. 1. L四 in，Der Impげ ialis刑制 alshochstes Stadium 'des Kaρitalismus， 11. AuR.， 
1967， 5. 54 

2) Ebenゐ ，S. 549. zitiert nach W. 1. Lenin， Hefte却問 Imperialtsmus，1~57 ， S. 58. Cf 
James C. Bonbright and Gardiner C. Means， The Holding Comtany， Its Public Sig 
叫 ificanceand its Regulation， 1932， pp. 34-35 
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間取引〔操作〕の可能性・・は〔親会社の〕利益計算〔や財産計算〕にほとん

ど無制限の変化をもたらすことができる。J"

ところで，子会社機構を利用して親会社の利益を操作しようとする場合，有

利な事業またはリ旦グの多い事業を子会社にやらしたり，親子会社問の売買価

格，各種の手数料，貸付利子，賃貸料などを操作して〔きらに，時として価格騰

貴の著しい土地り親子会社間売買をおこない，未実現利益の実現化をはかったりして)，

子会社の利益計算に直接影響する方策がとられることが多い。しかし，子会社

の利益計算をまったく動かすことなし 「子会社の〔親会社にたいする〕配当

をふやしたれまたは押えたりして，事実ではなくして，自己の意向にしたが

い， そり利益〔百|算〕を調整することは， 親会社 (theholding company)の取

締役会の力で十分にできるのである。J"この点についてさらに詳しくのべると，

「親会社 (adominant company)ば，債権者その他ととりかわLた契約の定める

限度内で，子会社の配当政策の財務面を完全に支配している。 Lたがって，親

会社は自己が立案した政策にしたがし、〔子会社に〕配当をおこなわせることが

できる」めので， r親会社の経営者はいつでも，子会社 (thecontrol1ed corporatlon) 

により多額のまたはより少額の配当を支払わせることによって，自己の報告純

利益を操作することができる， と考えられる。J"

もちろん，実際に子会社機構を利用して親会社の利益操作をするに当っては，

さきにのべた子会社の利益計算に直接影響する方策と子会社の配当操作という

3) Adolf A Berle， Jr. and Gardiner C. Means， The Modetヮ1 COrtoratioηand P7町 at，
Property. 1932， p. 204 

4) Arthur Lowes Dickin町民 Accaunting Practice and Procedure. 1913， pp. 178-179 
iholding companyとし、う用語は時としc.より特殊耐に，それ自体経古にたずさわらず，

その財務活動を子会社証券の保有ならびに利子と配当の収集にかぎっている親会社に適用される
けれども， 般的には，親会社の同輩語とじ亡使われ ζいるJ(Irving ]. Chaykin and Max 
Zimering， Advanced Accounting Problems. Theory and Practu:e， 1958， p. 220.)ので，
本稿では，特に「持株会社」心意味で用いられ Cいる場合をのぞき，訳語を「親全社」に抗 し
ている o Cf. Bonbright and Means， ot ロt.，p. 10 

5) Maurice Moonitz. The Entity Theory QT Consoli品 tedStatements， 1951， p. 49 
一本稿では， 用語の不統ーをさけるため， parent companyならびに subsidiarycompanyに

相当する用語はすべ c1:親会社」ならびに「子会社」と訳出しているが，その場合には，当君原
語を括孤内に示すことにしている。

6) Earl A. Spiller， ]r.，' Financial Accounting， Basic co町 'epts，1966， p. 367 
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子会社の利益計算には影響しない方策とが併用されるのが普通であるが，本稿

では，後者の(親会社と連結した会計がおこなわれていない〕非連結「子会社の配当

によって影響される親会社の利益J"計算に焦点をしぼり，それをゆるしている

現行の会計方法とそれを未然に防止できる会計方法を比較検討することにしよ

フ。

11 親会社の利益操作をゆるしている原価法

さて，すでにのべたように，子会社利益「剰余金から，それを蓄積した期間

にかかわりなし取締役会が適当と考える時に配当を宣言することは各子会社

、〔を支配している親会社]ω力 Cできるということは明らかである」めが，それ

だけでは親会社の利益操作は現実イじしない。了会社の配当操作が親会社の利益

操作につながるためには，両者をむすびつける連動装置として子会社「支配株

式投資の会計」討が原価法 (thecost m吐hcのによっておこなわれ，それにそって

配当を受取った時にのみ利益を認識する「配当基準」叫 (thedividend basis)が採

用されていなければならない。裏返していえば，子会社支配株式を原則として

原価のまま据置き I配当を受取った時にのみ利益を記録する方法が，親会社

の経営者にいくばくの利益を認識したいのか，いつ利益を認識したいのかを決

定することをゆるしているのである。JIl)つまり，配当=利益基準 (the占vidend

lllCO皿 ebasis)が採用されている場合にのみ I親会社の経営者は会計期間のぎ

りぎり終りまでまって，親会社の利益の大きさを概算し，それからあるのぞま

しき方向に報告純利益を動かすにたる配当を子会社が宣言し， c親会社に〕回

すよう調整することができるのである。 cそして，その場合〕当座資産の不足

7) Harold Bierman， Jr.， Finanロ'alAccounting Theoη" 1965. p. 192 
8) Arthur Lowes Dickinson， .. Notes on Sorne Probl四J.Srelating to the Accounts u[ Hold-
ing Cornpanies，" The Journal of Accountancy， April 1906， p. 4田

町 GlennA. Welsch， Charles T. Zlatkovich and J ohn Arch White， Intermediate Ac;Cuu71t 
ing， revised ed.， 1968， p. 458 

10) Myron]. Gorclon and Gordon Shillinglaw， Aco叫叫ing，A Management Appmι h， 
4 th ed.， 1969， p. 462 

11) Spil1er， Jr.， o.ρ cit.， p. 367 
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はかかる配当を妨げない。なぜなら，会社間貸付が配当支払を容易にするよう

取りきめられうるからである。さらに，この〔利益〕平準化〔操乍〕効果は，

会社間配当が営業利益の場合よりもはるかに低い率で課税されるという事実に

よって，古か、な甘高められる。J"沼2

とζ ろで c期間利益のかl定を操作することを経営者に可能ならしめる会計

実務は操作可能性を無効にする会計実務より劣っτいる」山という立場からす

ると， これまでのべてきたように，親会社に利益操作の機会を常に与えている

原価法とそこにピノレト・ィ γされている配当=利益基準は回避されな円ればな

らないが，すでに1910年代から「配当=利益基準[を内蔵している原価法〕は

特にじ親会社の利益〕操作をゆるしている」凶という認識がなされてきている

アメリカにおいてさえ貸借対照表に〔子会社]投資を原価で示し，損益計

算表に他の収益と同様受取配当金のみを示すのが，非連結子会社・関係会社投

資の伝統的会計であった。」同もちろん，アメリカでは，子会社「投資勘定の I

処理については，これまでかなりの論議と論争があった。」山そして，多くの

論者が別の「方法が好ましい」聞と主張していたにもかかわらず， 子会社「支

12) Ronald M. Copeland and Ralph D. Licastro，“ A NQte on Income Smoothing，" The 
Accounting R四 ie'W， ]uly 1968， p. 541 

13) Bierman， Jr. op. cit.， p. 191 
ピャ ィ γ2世怯， ，企業の実際利並を安定化することは置営者にとって立離な目標かも Lわ

ない(また実際の成長のような他白目標よりりぞましいものかもしれない〕が，生計策略による
利益の平準イじ (thestabilization of incomc by accounting tricks)はのぞまし〈なL、J(田町

man Jr..ゅ cit.，p. 191.)という立場から， 本文に引用したような主張をしているが，同様の

見解はすでにアメリカ会許ム協会会計手続委員会『調査公報第43号 会計調査公報の再表明

と改訂CIJ (1953年6月〉の第8章 '*'1益および利益剰l余金」第8λヲグラフにおいて表明されて
レるロ当詩〆~ "7グヲフを守閣すると，つぎのとおりであるロ

「もっとも有用な損益計算表形式を選択するという問圏の処理に当っては，利益の過小表示の

危険性が認識されなければならない。利益表示上の重要な目標は利益の平準化〈叩町'TTl~問uali
田 tion)をもたらすいかなる[会計〕実務も回避することにおかれねばならない。JCCommittee 
Ull Accounting Procedure of AIA， Resta的問ntand R抑制ono.f Accoun ting Research 
Bulletins， 1953， p. 59.) 

14) Copeland and Lica3tro， '0ρ 口 t.，p. 541 

15) Almand R. Coleman， Financial Account:ing， A General Management Apρ'roac九 1970，
p. 311 

16) Wilham A. Paton and Willialll A. Paton， Jr， Co市町叫叩nflccounts and Statements， 

AnAd包allcedC01-げ "Se，1955， p. 581 
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配株式投資の会計においてもっともしばしば用いられる基準は原価である」削

とし、う事実は変らなかった。

あらためて説明するまでもなし 「この方法は〔企業1集団の各メンハーが

法律上はそれぞれ別個の実体であるという状態 (theseparate legal entity 'status) 

に明らかに適合している。それはまた，子会社資産の移転によって法的な確認

がえられるまで，子会社純利益にたいする親会社持分の認識を適当に延期す

るJ19)ので， I非連結チ会社 L株式Jの会計には原価法が広く用いられ，また保

守的な力法として路護されうるのだけれども，その結果として〔親会社自体の

純益または〕連結純利益は，非連結子会社から送金される配当額を操作しうる

支配力 (thecontrolling interest's ab山ty)によって左右される関係におかれる。」却》

17) H. A. Finney， Princψん三Sof Accountig， V 01 II Advanced. 1934， p. 232 
アメリノJ公認会計士協会会計手続委員会は『会計調査公報第51号一一連晴財覇諸表J (1959年

8月〉の第19パラグラフで， I当委員会の見解として好ましい方法は，子会社の純利益または欠
損に占める親会社 (lhel.:叩lrulli開山田開nyor山田paniet;;)の分付前を毎期計上よるために，

F院[勘定]を通じて〔子会社〕投資〔勘定〕を悟正する方法であるJ (Paul Grady， Invento巾

uf Ge附 r“l1yAιapted Aι(;unnling Pn叫 ρlesfUT Blωinen" Enterprises， 1965， p. 323.) 
L あとで議論する持分法をすすめていた。

18) Cl凶 desH. G口町山 ThomasH. W il1山】】sand Glellll A. Wd出 11，AdVl問 ωd Acc{.胤削

ing， 1966， p. 346 
同様の実態指摘は大恐慌以後のアメリカ会計学文献にいくらでも見いだきれるが，そりうちか

ら代表的なものを措いあげてみると，つぎのとおりである。
7ィノ2ーソン ヅョーンズ(1932午〉

子会社「投資勘定については，それを原価で繰ち越すのが普通の実務である。」円.，."E. Dick-
"剛1 C1nd ]. Weldon Jones，“Ob町内.h印 S 叩‘ EquityMethod' and IntercorpOl-ate 
Relationships，" The Accounting Re日ew，September 1933， p. 200.) 

，Jルムズ=マ fヤ (196午〉

「今日では，子会社 (controlledcompanies)への投資はほとんど 般的に原価で繰り越さ件
ているoJ(Arthur W. IIolmes and Robert A. h長 ier.Advanced Aιcounting， 1950， p. 87.) 

『会計調査公報端51号 連結財務諸表~ (1959年 8月)の第19パヲグヲフ
円現在より 般的に使用されている のは〔了会社〕投資勘定を原価で繰り越し，配当を壬

取った時に利益を計上する方法である。J(Grady， op. cit.， p. 324.) 
スピヲー 2世(196G年〕
「このましい方法ではないけれども，原価法はし、までも受容られ，広〈使われ乞いるoJ(SpIller.

}r.， ot. cit.， p. 367.) 
19) Gri缶n，W Illiams and Welsにh，o.ρ 口"t.，p"， 346 

「この〔原価〕法が豆、、問純利益評J曲上受容された会計実務として伝統的に用L、られてきてい
る」理由として，グリフイン=ウィリアムズ=ウヱルシュは「さらに，親会社における子会社株
式投資の評価が他の資産の評価法と調和するJ (Griffin， WilhD.ms and Wclsch， ot. cit.， p 

346.)ことをあげているが，税法が配当=利益基準をとりつづけていることもまた原価法普及の
要因として咋用してL るのである。
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「それゆえ， cかかる〕利益操作の可能性を無効にするためには，親会社(Nation

al) は子会社 (L∞al) によって宣言される配当のみではなし さらに子会宇土利

益にたいする親会社の全持分を利益に含めねばならない」叫 ζ とになるが， さ

らにかかる会計処理が理論的に肯定されるためには I親会社は子会社におけ

るハートナーシップ持分 (apartnership equity in the ，subsidi目的をもっていると

みなされるJ22l必要がある。なぜなら Iかかる実務は， あたかも親会社が子

会社利益を所有しているかのように，親会社は子会社利益にたいする大きな支

配力をもっているという理論によってささえられている」出からである。

III 親会社の利益操作を防止できる持分法

原{団法の下では，その名が示すように，子会社「投資は非支配会社 (noucon-

trolled entity)へ白投資と同じように〔原則として]原価で繰り越される。」叫そ

20) Leonard E. Morrissey， COn白 mtoraryAccounting Proble1出，Te.xt and C.出es，1963， 
p. 441 

21) Gordon and Sh:illinglaw， Accounting， 3rd ed.. 1964， !). 451 
22) George Husband， Accounting， Administrative and Finaηcial， 1st ed.， 1960， p. 256 
23) lbid.， p. 256 
24) Welsch， Zlatkovich and White， op口t，p. 458 

ただし， [実際に支配株式 {acontrolling interest)に適用される原価法比原価主義申離宮
な適用研ら zつの点で離脱しているという意味で，一種の事正原価法 (arnodifIed c淵 method)
であるJ(Welsch， Zlatkovich and White，op. cit.， p. 458.)という ζ とができょう。 ζの場合，
「原価基準から離脱をひきおこす2つの事象J(Meigs， Johnson， Keller and Mosich，。ρ cit.，
p 679.)とはつぎのことを指す。

[1 親会社が主配[持分〕を取得する以前に蓄積された子会社利益からの分配を意味する配当
['，なわち後入先出基準にしたがし咋リ定された，取得後子会社利読をζ えて支払われた配当〕は，

親会社によって，配当所得としてではなし投資残高の滅少とLて記録される.J(Harry Simons 
and Wilbert E. Karr問岡目k，Inte.門 nediateAccounting，ζxJ1nprehens即 e Voluη同 4th

ed.， p. 346.) 1"この手続は親会社は[子会社〕投資をなすに当り取得時に利用できる子会社[利
益〕剰余金にたいする分け前乞買入れているという理由で要求される。子会社になる以前田〔利
益]剰余金から叩配当受取りは，親会社にたいする投資原価の一部返済である。JCHolmes and 
Meier， op. cit.， p. 98.) 

[2 子会社 (theowned com凹 ny)り純資産を著しく引下げp かっその将来性をひどく傷つ
けた子会社欠損は，親会社 (the investing company)によって， [投資〕損失として認識され
る。[こり場合)投資の 部が失われたという事実は投資勘定の繰越額の切下げにより記録され
るoJ(Meigs， Johnsoll， Keller and品t1osich，0.ρ cit.， p. 679.) 
以上のような [2つの重要な修正J(Simons and Karrenbrock，。ρ cit.，p. 348.)がなされ

ることもあるので，正確には，子会社「投資は非支配会社，、。投資と同じように原価基準または
懐正原価基準で繰り越されるJ (Simons and Karrenbrock， 0.ρ cit.， p. 348.)とし、うべきであ
ろう。
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して， r支配持分 (thecontrolling inte目，t)の取得後に蓄積された利益の配分を

意味する受取配当金は投資より生ずる利益として記録される」町が， このよう

に，原価法を用いて「受取配当金のみを利益として認識する〔会計〕政策は，

〔支配〕株主〔たる親会社〕が〔自由に利用できる子会社〕留保利益の蓄積に

よって常にもうけをえているという論拠で， c今世紀初頭から多くの論者によ

って〕批判されてきたoJa川、や，そればかりではない。 r子会社利益はいつで

も親会社が利用できるということは，いくつかの親会社をして，親会社の投資

に相当する子会社利益はそれが獲得された瞬間に親会社によって実現されたか

のごとし子会社〔支配株式〕投資を記録する気にならせた。」町その結果，最

近アメリカでは r親会社は時として，支配関係取得後に獲得された子会社利

益の分け前を，それがまだ配当の形で受取られていないにもかかわらず，帳簿

に記録する」明ようになった酎。

「かかる修正をもりこんだ会社方法は，持分法 (the明 U町 method)，実佃l法

(the actual wlue melhuu)， または経済的基準法 ~the economic basis method) と

25) Welsch. Zlatkovich and White， opロt.，p. 458 
26) Gordon and Shi11inglaw， op. cit.. p. 449 

Cf. Dlckin田 川.op. clt.， p. 489; Geoτge Webster， "Consolidated Accounts，". The'Jour-
nal of Accountancy， October 1919， p. 265 

27) Norton M. BedfOTd， Kenneth W. Perry and Arthur R. Wyatt， Advanced Accounting， 
An白 "ganizationalAppn四 ch，2nd ed.， 1967. p. 322 

21::1) Husband，。φ 日 t.，p. 255 
その場合， r，親会社の分け前は親会社によって所有されている株式数を発行情株式総数で割っ

た割合にもとづいτ算定されるJCSpi1ler， Jrリ op口九 p.364.)ζ とはいうまでもない.
29) rアメりカ公認会計士協会『会計の傾向と技法.!lCAccσunting Trends and Techniques)の

第22版が1957年における非連結干会社投資の評価基準をつぎりように報告し CいたJ(Coleman， 
噌 αt.，pp. 311-312.)ことからもわかるように，近年アメロヵでは， r原価法は 非連結子
会社，特に在外会社〔投資〕 におい ι より少ない程度でおこなわれている，J CAccounting 
Principles Board of AICPA. .. Proposed APB Opinioll: The Equity Method of Ac 
cDunting for Investments in Common Stockゾ December18， 1970， p. 4.) 

表示社数 想主主主カ 在外子会社

68 A 純資産持分(簿価〕
B 原価プラス蓄積利益持分

原価(または実質上原価で〕
原価または原価以下(原価マイナF引当金〉

表示されない評価基準

計

112 44 
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いろいろな名前で呼ばれている」叩〉が， Iこの持分法が用いられる場合には，子

会社における純資産の変動が親会社の投資勘定と〔損益勘定Jに〔ストレイト

に〕反映される。」町その主たる論拠と具体的な手続について，部分的にはくり

かえしになるが，詳解すると，すでにふれたように I親会社は子会社活動を

支配しているから，子会社利益のうちの親会社の分け前は親会社にとって利益

であると考えられる。また，子会社欠損のうちの親会社の分け前は親会社の欠

損であると考えられる。Ja;そこで，かかるパートナ シップ持分関係を反映す

べく， I持分法は子会社純利益〔または欠損〕のうちの親会社の分け前だけ l-f-

会社〕投資勘定を修正[1-，同時に利益または損失を認識〕する。」町より具体

自甘にし 1 うと，その場合 r子会社投資勘定は〔第 1表。 E，または E，に仕訳、

の形式で示したように〕子会社〔純〕利益または欠損りうちの親会社の分け前

によって修正され，利益または損失はそれが子会社によって獲得された期間に

親会社の勘定において認識される。

Cそして〕持分法の下においては，子会社から受取った阻当は〔第1翠のE，

に仕訳の形式で示したように，子会社〕投資勘定に貸記される。 ヒこの場合〕

配当は子会社純資産を引下げるから，この事実は親会社の〔子会社〕投資勘定

30) Griffin. W il1iams and Welsch， 0ρ cit.， p. 337 
従来わが国では. 'the actual value method'というアメ υヵの古い用語法 (Cf. G曲 .rge

Hil1es Newlove， Con.s抽出向dBalance Sheets， 1926， p. 13.)にしたがし、，一般に実価法と
呼ばれ CきCいるが，最近/メリカでは，アメリカ公認会計士協会『会計原則審議会意見書第10
号一一1日:ìíi年度各種意瓦書~ (1966年12月〕にはじまり(“.APBOpinIon No. 10: Om叫 bu，
Opinion-1966，" The Jouγnal of Accountancy， February， 1967， p 面)，さらに『会計原則
審議会意見書草案 普通株式投資の合計のなかの持分法~ (1970竿12月)で終止符がうたれた
く“ ProposedAPB Opinion: The Equity Method of Accounting for Investn日entsin Com 
mon Stock，" December 18， 1970)ように，持分法という呼び方に統一されている もちろん，
そ四過種目ま， r持分法，実価法，博価法 (thebook value m弓thod)J，さらに「修正価値法 (the
adjusted value method)J (Chaykin and Zlmenng，噌 cit.，p. 226.). r持分法または簿価法」
Oohn W. Couglan， Guide to Contempvra巾 T畑町yof Accounts， 1965， p. 171; Bedford， 
Perrγand Wyatt，。ρ 叫， p. 322.)， r持分法または経読的基準法J(Rufus Wは叩 (ed.)，
A印刷ntants'HandbooRら4由 ed.，1965，_ p. 2B・13.)，r持分法(時として桂済的韮準法と呼ば
れる)J(H. A. Fmney and Herbert E. Miller， PrinciTles of Accounting， Advanc，ιd， 4th 
ed咽 1952，p. 343.)と併記されにいる事倒がかなり多かったが，その場合でも常に持分法という
名祢がはじめにでてきている一一ーので，以下本稿では，名称を「持分法」に統一する。

31) Meigs， John田n.Keller and Mosich， op. cit.， pp. 679-6田
32) Holmes and Meier， op. cit.， p. 86 
33) Spil1er， ]r.， ot. cit.， p. 364 
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第 1表原価法と持分法の比較

親会社白記入
取 ヨ1(tl 

原価法による向 | 持分法による (Et)

1 子会社から純利益報告され
無記入

〔子会社投資)xx 
る 〈子会社利益)x x 

2 子会社から欠損報告きれる 無記入
(子会社欠損)xx 

(子会社投資)x x 

3. 子会社から現金配当受取るヰ
〔現金)xx (現 金)xx 

(配当所得)xx 〔子会社投資)x x 

4 
支配関係取得附子会社別益 (現 金)xx (現 金)xx 

剰余金からの配当受取る (子会社投資)xx (子会社投資)xx 

5 子会社から株式配当受取る 無 記 入 無記入

キ 便宜上.干会社による配当主言と支払は同時におこなわれるものと仮定している。

における引下げにより反映される。」叩このように i修正価値法〔ともいわれ

る持分法〉の下においては，現金配当は常に親会社によって貸記されるから，

〔原価法の場合にみられるように，現金〕配当が〔支配持分〕取得以前または

取得後に獲得された〔利益1剰余金のいずれから支払われるかという区別は問

題とならない。」舶なお iこ の手続の下においては(子会社〉投資を処理す

る原価法の場合と同様，すでに所持しているのと同じ種類の株式で支払われる

株式配当は，投資勘定には記録されない。」総〕

34) Spiller， ]r.， op. cit.， pp. 364-365. 35) Chaykin and Zimering， 0;ρ cit.， p. 229 
36) Wixson， op. cit.， p. 23 . 14 

子会社支配株式にたいする「株式配当は[子会め純資産にたいする親会社のパ トナ γップ持
分になんらの変動も生ぜしめないから〕畳韻者〔たる親会社〕の所得を意味しないというのが長

年とられてきた[金計〕ま準である。 Lたがって，原価世の下においては，親会社によってその
受置を記摂するために[勘定]記入はなされない。(ところで〕修正価値基準〔法とも呼ば
れる持分法]によると，親会社が受取った通常の現金配当または財産配当は[子会社〕投資勘定
に貸記される。しかし， 現に所持しているのと同種の子会社株式を受取v た場合に借記さる
べき適当な勘定は同じ[子会社〕投賢敵定であるc 投資勘定への借記と貸記によっては，いかな
る目的も達成されなしのであろうから，仕訳記入をなす必要はないaJ(Chaykin ond ZiIncring， 
opαム P..228.) 

「それゆえ. 2つ 方法の下に才品、ては，株式配当の受取について[勘定〕記入はなされな
し、J(Chaykin and ZImering， op. ctt.， pp.228岳29.)と百日目されているが，かかるゼロ処理は，
子会社純資産を構成する子会社純利益にたいする親会社持分を認識する持分法には茸当しても，
それを無視する原価法には整合しないであろう。しかし， ζよでは，その点に立入って論ずる余
格がないので，一応アメリカの通説にしたがっておレた。
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したがって， 'この会計方法は〔子会社〕投資勘定を[，子会社純資産にたい

する親会社の持分をあらわす指標として」町〕子会社純資産に〔持分〕比例した

簿価で繰り越す結果となる」聞が，その過程で， ，持分法は子会社利益が獲得き

れた時にそれを親会社の帳簿に計上し， c子会社からの〕配当を単に投干額の減

少として処理することによって， ヒ利益操乍という親会社の経営者が〕落込む

かもしれない誘惑を回避する。」羽)な百なら，その場合，子会社から受取る「配

当は追加利益を構成せず， c子会社〕投資資産の当座資産への転換である」叫以

ト，い〈ら子会社配当を操作Lても，それは親会社の利益操作につながらない

からであるの

IV 原価法と持分法の折衷案としての修正持分法と修正原価法

さて，これまでのべてきた乙とから推察しうるように，持分法は親子会社

関係が本質的には本支庖関係とことならないとみなしている。」叫いいかえると，

「持分法は親子会社関係を単 の経済単位を構成するものとみ， [その場合〕

子会社はー支居であるかのようにみられている。」副事実，この処理仁法〕の

唱導者は，親会社が子会社の活動結果を反映すべく投資勘定を定期的に修正す

るのは， 関係会社の経済的連合という事実を確認するものである， と主張す

る。」但〉

Lかしながら，親子会社はそれぞれ経済連合体の構成単位と Lて統一指揮の

37) Griffin， Williams and Welsch， 0.ρ cit.， p. 346 
38) Welsch， Zlatkovich and White， ot. cit.， p. 459 
39) Spiller， Jr.， o.ρ cit.， p. 367 

ただし， ，こり 手続は現行[法人〕所得税法り下においては認められていなL、J(Chaykin 
and Zimering， ot. cit.， p. 228.)ためもあって， ，少しも珍し〈ないJ(Roy B. Kester. Advanc-
ιd Accounting， with Practice Problems， 4 th ed.， 1946， p.572.)としても，原価法ほどには
「一般に実行されていない。J(J ohn Peoples，“ The Preparation of Consolidated Statements." 
The JOutョalof Accountancy， August 1957， p. 35.) 

40) H. A. Finney， CO?lsolidated，Statemel山 forHo抽出rCOJJl向川副，d品.tbsidia門.1924， 
p. 42 

41) Gri出n，W illiams and WeIsch， 0ρ cit.， p. 346 
42) Welsch， Zlatkovich and White， ot口't..p. 459 
43) Gri団n，WiIliams and Welsch， 0ρ cit.， p. 346 
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下に活動しているばかりではなし別個の法律主体とし独立の権利・義務をも

って活動Lている，二重性をそなえた経済単位であるという見方からすると，

「持分法の主張は ー子会社株式の所有は子会社純資産の所有とは同じもので

はないという重要な法律上の区別を部分的に無視している」叫という批判がで

てくる。したがって，かかる立場にたつと，親会社の投資勘定をもって子会社

純資産を代表させることはよいとしても i末分配子会社利益は親会社によっ

て配当分配のために利用 Cきない」街〉以上， それをそのまま親会社の配当可能

利益の構成要素とする己とが問題となる。その場合 i健全な会計実務は，親

会社の帳簿におし、て，配当に充てうる〔利益〕剰余金部分と・ー・そうでない部

分との区別を明記することである。j酎

そこで，この点を考慮して案出された「修正持分法 (the皿 od泊edequity basis) 

を用いると， c子会社1持資勘定は，前〔の持分法7と同じように，子会社純

未IJ益または欠損にたいする親会社の持分に見合って修正される。しかしながら，

結局のところ， これら子会社によって分配されないで留保された利益は，親会

第 2表修正持分法と修正原価法の類似性

取 ，， 1 (t) 

修正持分法によるくMEt) I修正原田による (MCt)

子会社から純利 (子会社投資〕 xx  
無記入1. 益報告される 〔未配子会社利益)xx 

2 子会社から欠損 (未分配子会社利益*〉××
無記入

報告される 〔子会社投資)xx 

(現 金〉 xx  (現 金)x x 

子会社から現金 (子会社投資lxx (配当所得lxx 

3 配当を受取る (未分配子会社利益)xx 〔子会社投資)x x 

(配当所得)xx (未分配子会社二利益)xx 

キ 未分配子会社利益勘定が借方残高となる場合には， i揖越子会社欠損金」という科目を使う
こともできる。

44) Gri伍n，Wュlliamsund Welsch， Q;ρ cit.， p. 346 
45) Gri田n，Williams and Welsch， ot. CI九 p.337
46) Holmes and Mcicr， op. cit.， p. 100 
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社の帳簿においで〔未分配子会社利益またはユ 『未実現』子会社利益として識

別され，矛肱主の認識は現金配当が受取られるまで延期される。(なぜなら】そ

の場合，現金配当は〔第2表の ME3に仕訳の形式で示したように】トラディ

ショナノレな持分法におけると同様，入金額で〔子会社〕投資勘定へ貸記される

が，さらに，それにともなって，それと同額が L未分配子会社利益または〉未

実現子会社利益から子会社〔配当1所得へ振替えられる」町からである。その

結果，親会往の利益計算には原価法と同様子会社から受取った配当所得のみが

算入され，他方，未分配干会社利益は，子会社投資勘定からそこに含まれてい

る「子会社仁利益〕にたいする請求権り性質を多少もっているj叫投資原価超

過分を控除する評価性引当金として，別個に計上されると主になる。

なお， フィ不 =ミヲーが「修正原価法(the modified cost皿 ethod)と呼ぶ」叫

処理法にしたがい，第2表の MC8 に仕訳の形式で示したように，本来の「原

価法プラス補足記入」印〉をおこなっても終局的には修正持分法となんら変ら

ない結果がえられるであろう。

いま，さきに考察した原価法や持分法と比較してみると，子会社投資勘定の

最終残高に関しては，修正持分法と「修正原価法は持分法と同じであるJ51);bら

親会社の純利益に関しては， 修正持分法と 「修正原価法は原価法と同じであ

る」聞から， ここで取上げている修正接分法や修正原価法は原価法と持分法と

を折衷した会計方法ということができょう。

「子会社〔支配〕株式投資の会計における〔これら 2つのJ折衷法は(，未

分配子会社利益の状態を明示する点においてj闘っコンベンショナルな持分法に

47) GriIII.n， Williams and Welsch， o.ψ cit.， pp. 346-347. 
48) Kcster， op. cit.， p. 211 
49) Finney and Mil1er，。ρ cit.，p. 364 

これにたいし，ホルムズ=マイヤ のいう「惇正原価法J(Holm田 andMeier. 0.ρ at.. p 
87.)は持分法にほかならず，また， 24)に引用Lたように.ウェルジュ=ズラトコピッチ=ホワ
イト白いう「悟E原価法」ゃ+イ宅ンズ=カーレンフロックのい弓「静E原価基準 lは広い意味
での原価法に入る。

90) Finney and Miller， op口 t.，p. 364. 51) Finnf'Y aれd島1il1er，o.ρ cit" p. 366 
52) Finney and恥.filler，0ρc，ムp.366 
53) Grι陥n，Wil1iams and Welsch. op. cit.， p. 350 
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たいするいくつかの批判に部分的に答えうる J54)が， それらによっては， 当初

から問題としてきた子会社配当操作による親会社利益操作は，未分配子会社利

益勘定を通して，裏側から不完全にLか牽制しえなくなってしまう。 iその結

果，可能性としては， 原価基準にしたがう場合〔と同様J， 好況期には投資よ

り生ずる親会社の利益が過小に表示され，不況期には過大に表示され，そして

全時期を通して全体と Lてそれが過小表示されることになるであろう。」時やは

り，正面から完全に子会社配当操作による親会社利益操作を阻止するには，

「持分法が用いられねばならない。」聞としづ結論になる。

モ γ=メリ がかつて強調していたように i親会社が 1つ以上の子会社を

所有し，かっ支配している場合には，いつでも，子会社の損益は同じ期聞に親

会社の損益として表示されねばならない。それ以外のどんな方法も大きな弊害

をもたらすであろう。 1
57

)

54) Gri血n，Wi1liams andもlVe1sch， ot. cit.， p. 346 
55) ~品onitz， op_ cit_， p_ 5.3守

56) “Proposed APB 'Opinion: The Equity Method of Accounting for Investments in Com 
mon ~ミtodι" De色ember18， 1970， p. 6 

57) Robert H. Montgomery， Auditing Theory and Practice， 1st ed.， 1912， p. 557; 2nd 
ed_， 1916， p_ 514 


